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第1項 管理運営

日常的な管理業務第　 章3
1  管理組合が行う管理業務
　マンションでの安全で快適な住環境を維持することが管理組合の業務です。具体的には、管理規約や使用細
則等を作成し、その規定に基づいて、収支予算・決算や出納などの経理事務、建物や設備の保守、清掃、修繕
などの業務を行います。

（1）管理の手法
　マンションの管理は、理事長（管理者）を執行機関として位置づけ、理事会が理事長の業務を補佐
する形をとっているのが一般的で、これを「理事会方式」と呼び、この方式では必要に応じて、外部専
門家が役員に就任する選択もできます。また、理事長のなり手がいない例外的なケースとして、外部
専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会を設けない方式もあります。

＜外部専門家の活用パターン＞
形式 考え方

理事・監事外部専門家又は理事長
外部専門家型

従来通り理事会を設け、外部専門家を役員として選任するパ
ターン

外部管理者理事会監督型
外部専門家を管理者として選任し、理事会は監事的立場となるパ
ターン

外部管理者総会監督型
外部専門家を管理者として選任し、理事会を設けず、監事や
総会で監視するパターン

（2）管理形態
　管理形態は、大きく分けて、組合員が分担してすべての業務を行う「自主管理」、専門的な一部の
業務を外部に委託する「一部委託」、管理業務の全てを管理業者に委託する「全部委託」の 3つがあ
ります。
　総会の議決により、それぞれのマンションに適した方法を選ぶことになりますが、多くの管理組合では、
業務の一部または全部を管理業者に委託しています。
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＜管理形態のメリット・デメリット＞
管理形態 メリット デメリット

自主管理
・管理に対する組合員の意識向上
・経済的な負担が軽い
・組合員のコミュニティの形成

・役員をはじめ、組合員の負担が大きい
・設備管理などの専門的な知識が必要

一部委託
・管理組合の主体性を残しつつ、組合員の
負担が軽減できる

・自主管理に比べて経済的負担が増える
・委託業務の選択や管理監督の業務が増える
・管理員を雇用する場合には、労務対策が必要

全部委託

・組合員の負担が少ない
・管理業者の知識・経験等、総合的なサー
ビスが受けられる
・設備の故障等の事故に対して、迅速な対
応ができる

・経済的負担が大きい
・管理に対する組合員の意識やモラルの低下
・管理組合の主体性が薄れる

（3）委託する業務の範囲
　管理業務を委託する場合、どの業務をどの範囲で委託するのかを明確にしておく必要があります。基
幹業務（会計、出納、維持又は修繕に関する企画や実施の調整）を行う管理業者は、事務所に一定数
の管理業務主任者を設置することや国土交通省への登録が義務付けられています。管理業者を選ぶ際
には、費用のみではなく、受けるサービスとのバランスや経営方針、実績、技術力などを総合的に評
価し判断することが大切です。
　総会の普通決議を経て、管理業者と管理委託契約を締結することになりますが、国土交通省がひな形
（マンション標準管理委託契約書）を作成していますので、参考にしてください。

【 図 6 】管理形態別の割合
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資料：平成25年度マンション総合調査
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＜管理委託の内容＞

①事務管理業務
収支予算・決算案の作成、収支報告、出納、滞納督促、通帳等の保管、
修繕に関する企画、理事会・総会の支援業務、組合員名簿の整備　等

②管理員業務 受付、入退去届出受理、建物や設備の点検、立会　等

③清掃業務 建物内部や周囲等の清掃

④建物・設備管理業務
建物、屋外施設、設備（エレベーター、電気、排水管、テレビ共聴、消防、
防災等）の管理

マンション管理業者の登録状況の検索

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionⅠnit.do

（4）専門的知識を有する者の活用
　管理組合が適切で良好な管理運営をしていくために、マンション管理士やその他の専門家等から、
助言・指導などの支援を受けることができます。

2  管理費等
（1）管理費と修繕積立金

　敷地及び建物の共用部分や附属施設の日常的な管理を行うための費用を「管理費」といいます。ま
た、大規模修繕等の特別な管理のために計画的に積み立てる費用を「修繕積立金」といいます。
　管理費と修繕積立金は、区分して経理します。

 管理費の使途 

① 管理員人件費

② 公租公課

③ 共用設備の保守維持費及び運転費

④ 備品費、通信費その他の事務費

⑤ 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料そ

の他の損害保険料

⑥ 経常的な補修費

⑦ 清掃費、消毒費及びごみ処理費

⑧ 委託業務費

⑨ 専門的知識を有する者の活用に要する費用

⑩ 管理組合の運営に要する費用

⑪ その他管理組合の業務に要する費用 

 修繕積立金の使途 

① 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

② 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

③ 敷地及び共用部分等の変更

④ 建物の建替え及び敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査

⑤ その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

（2）支払義務者と負担割合
　区分所有者は、敷地及び建物の共用部分や附属施設の維持管理に要する費用を負担する義務があり
ます。負担割合は、原則として専有部分の床面積の持分割合によりますが、規約によって別の定めを
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置くこともできます。専有部分の床面積に大きな差異がない場合など、負担額を一律とすることもでき
ます。

（3）出納業務
　区分所有者から徴収した管理費等は、次のような流れで収納・保管されます。
　なお、経理の透明性を確保し、健全な会計業務を行うために、通帳と印鑑の保管者を分けるなど、
十分な配慮が必要です。

管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務

　国土交通省では、管理組合の財産が損なわれるトラブルを回避するために、「マンション管理適正化
法施行規則」により、次のイ～ハのとおり分別管理の方式を定めています。
　なお、イとロの方式の場合は、管理業者による「収納口座」の通帳や印鑑等の保管が認められます。
ただし、管理に必要な経費の支払いを済ませて「保管口座」へ移すまでの期間については、保証機構（一
般社団法人マンション管理業協会）との間に保証契約を締結することが義務付けられます。イとロの方
式の「保管口座」、ハの方式の「収納口座」と「保管口座」に係る通帳や印鑑等については、管理業
者が保管することはできません。

③業者等必要経費の支払

① 区分所有者の管理費等 …組合員が各自で預金口座を開設

② 収 納 口 座 …管理組合は、会計業務に必要な管理組合名義の預金口座を開設

④ 保 管 口 座 …１ヶ月ごとに必要経費を支払った後、収納口座から保管口座へ移します。

管理費・修繕積立金　（自動振替）

残 金

　区分所有者から徴収した管理費

等を「収納口座」に預け入れ、毎月、

その中から管理事務に要する費用

を除き、その残額を翌月末日まで

に「保管口座」に移す方式

修繕積立金
管理費用

区分所有者

修繕積立金
管理費用の残額

管理事務に要した費用

（第87条第3項）

翌月末日までに
移し替え

（第87条第3項）

保証額の明確化
（修繕積立金＋管理費用）

管
理
費
用
残
額
も
保
管
口
座
に
移
し
替
え

収納口座

保証措置
1月分以上

通帳・印鑑
の保管OK

保管口座
（管理組合名義）
管理費用残額
・修繕積立金

（第87条第4項）

通帳・印鑑の
保管禁止

【 イの方式 】
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（4）管理費等の滞納
　管理費等は、マンションの維持管理のために、区分所有者が公平に費用を負担しているものです。
滞納を放置することは、管理組合の会計を圧迫するほか、真面目に納めている区分所有者の義務意識
にも影響を与えかねないため、管理組合は早急に回収に取り組む必要があります。
　なお、2004年（平成16年）4月には、滞納管理費の時効期間を５年とする最高裁判決がでています。

ア　滞納を防止するために
① 区分所有者に自分たちのマンションを適正に維持管理するために必要な経費であることを理解しても
らう必要があります。そのためには、管理費等の収支を明らかにすることが大切です。

② 遅延損害金や滞納督促に要する費用（訴訟費用、弁護士費用等）は、滞納者の負担となることを管
理規約に定めることができます。

③ 管理規約のほかに「滞納管理費等の督促に関する細則」を策定し、督促の手順を具体的に定めるこ
とができます。一定の手順を定めることにより、督促の対応が統一されます。

イ　督促手順
① 管理業者による督促
　管理業者が管理委託契約書の定めにより、一定期間（6か月と定めていることが多い）督促業務を行っ
た後は、管理組合の責任において対応します。
② 自主管理の管理組合による督促
　自主管理の場合は、管理費等の発生の有無、滞納及び収納の状況を毎月把握し、状況に応じた手段
を講じて早期に対応することが重要です。

　区分所有者から徴収した修繕積

立金を「保管口座」に、管理費を「収

納口座」に預け入れ、「収納口座」

からは毎月管理事務に要する費用

を除き、残額を翌月末日までに「保

管口座」に移す方式

管理費用
（前項に規定する財産）区分所有者

修繕積立金

管理費用の残額 保管口座

保証額の明確化
（管理費用に充当する金銭）

（第87条第3項）
管理事務に要した費用

翌月末日までに
移し替え

収納口座

保証措置
1月分以上

通帳・印鑑
の保管OK

（第87条第4項）

通帳・印鑑の
保管禁止

（管理組合名義）
管理費用残額
・修繕積立金

修繕積立金
管理費用

区分所有者

管理事務に要した費用

通帳再発行のリスクを排除

　区分所有者から徴収した管理費

等を管理組合名義の収納・保管口

座に入れ、そこから管理事務に要

する費用を除き、残りを預貯金と

して管理する方式

収納・保管口座
（管理組合名義）
・管理費用
・修繕積立金

通帳・印鑑の
保管禁止

【 ハの方式 】

【 ロの方式 】
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ウ　督促方法
　督促の実効性を確保するためには、複数の督促方法を組み合わせ、状況に応じて督促方法を適
宜変更することも必要です。

＜督促方法の例＞
滞　納　期　間 督　促　方　法

① 滞納発生から1～3か月程度 初期督促文書、電話、訪問　等

② 滞納発生から4か月～1年程度
中期督促文書、内容証明郵便（配達証明付）、支払計画書の提
出の要求　等

③ 滞納発生から1年以上 終期督促文書、支払督促・少額訴訟等の法的措置　等

3  マンションの維持保全

　建物や設備を良好な状態で維持し、安全で快適な生活を確保するためには、日頃からのメンテナンスが重要
です。敷地や廊下、玄関などの共用部分の清掃をはじめ、建物や設備の傷み具合など定期的に点検を行い、必
要に応じて補修を行います。
　大規模な団地等の場合は、点検等の対象項目が多岐にわたります。また、緑化計画や植栽管理などは管理組
合での日常管理のほか、特別事業として別途の計画を立案する場合もあります。

維持保全持保全

保守点検・清掃

災害復旧

修　繕繕修 繕
経常修繕経

計画修繕計
維持保全

保守点検・清掃

災害復旧

修　繕
経常修繕

計画修繕

　管理費会計からの支出は主に管理委託費、水道光
熱費、損害保険料です。
　この中で光熱費の節電対策としては、①共用廊下
等の電灯の間引き ② LED照明への切り替え ③電子
ブレーカーの導入 ④高圧一括受電サービスの導入が
あげられます。
　照明のLED化については照明と器具の価格が当初
より大幅に下がっていることから、間引きで節電する
までもなく導入を積極的に検討するマンションが増えています。
　高圧一括受電については、2016年（平成28年）4月から電力小売り自由化が始まり、各戸が別々
の電力会社と契約できることから共用部分の一括受電への移行が難しくなりました。

～マンションの節電対策と電気事情～コラム
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（1）建物・設備の保守点検
　建物の機能を維持するためには、定期的に保守点検を実施する必要があります。保守点検は、建物
各部の不具合や設備の作動に異常がないかを定期的に検査し、消耗品などの交換や作動調整、必要に
応じた補修を行うことです。
＜点検の種類＞

① 日常点検
日常において、変化や異常を観察します。管理員や清掃員が業務中に異常や不具合
を発見するほか、居住者が日常生活の中で気づくこともあります。

② 定期点検

＜法定点検＞
建築基準法、消防法、水道法等の法令によって一定期間ごとの点検と報告が義務付け
られているもので、法令で定められた資格者が点検をします。

＜定期点検＞
法定点検以外で、建物又は設備の維持管理を定期的に行うもので、保守業者やメー
カーとの保守契約や、管理業者との委託契約に含まれます。主なものに、エレベーター、
機械式駐車場、自動ドア、オートロック、ポンプなどがあります。

＜自主点検＞
管理組合の意思で任意に不具合や異常を発見するもので、役員の交代時に理事全員
で敷地内の設備見学会などを実施します。危険な場所等の点検は、専門家等に依頼
することもあります。

③臨時点検

＜災害点検＞
火災や自然災害に起因する変化や異常の有無の確認をするもので、災害の直後に管
理業者や保守契約業者等に依頼します。

＜緊急時不具合点検＞
突発的なトラブルで生活上に重大な不具合が発生した場合に、その状況を確認するも
ので、埋設水道管の破損などがあります。管理業者や専門業者に依頼します。

（2）清掃
　管理組合の業務として、衛生的で快適な住環境を維持するための清掃は欠かせません。清掃を怠り、
清潔さが失われていくと、マンション全体の環境悪化を招くことにもつながります。

＜清掃の種類＞

① 日常清掃
清掃の範囲は、敷地及び建物の共用部分です。清掃を外部に委託している場合でも、
各戸の玄関廻りの清掃や片付けは、各自が行うという意識を持ってもらう事も必要です。

② 定期清掃 主に、エントランス、共用廊下、集会室、内階段の床面等を機械清掃します。

③ 特別清掃

特殊な構造部分や定期清掃以外の清掃を年に１回程度実施します。
＜排水管洗浄＞
溢
いっすい

水や臭気の原因になる専有部分や共用部分の排水管の内側を高圧洗浄等で清
掃します。全戸での実施が基本となります。
＜排気ダクトの清掃＞
築年が古くなると、換気や排気のダクト内も煤や油分がたまり、臭気の原因にな

るため、清掃が必要です。

④ 植栽管理
敷地内の芝刈りや樹木の剪定、施肥、消毒等の植栽管理も管理業者に委託するほか、
居住者の有志やシルバー人材センター等を活用して実施します。
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（3）年間実施予定表の作成
　管理組合は、設備の保守点検及び清掃、植栽管理等の年間実施予定表を作成して、月ごとの作業予
定、作業内容のほか、依頼業者等が把握できるよう一枚のシートに記載して管理します。清掃業者との
日程調整や居住者への協力依頼のお知らせ等も行います。

4  防犯・防災対策

（1）防犯対策
　マンション等の共同住宅は、空き巣等の侵入犯罪の被害に遭いやすい傾向にあります。これは、コミュ
ニティが希薄で「隣の人の顔を知らない」など、犯人と出くわしても気づかないことや、「オートロック
システムがついているから大丈夫」などの油断から玄関扉の施錠を忘れがちなこと等により、犯罪者が
侵入しやすい環境を作っていることが考えられます。常に防犯意識を持つとともに、いろいろな方法を
併用して防犯性を高めていくことが大切です。

ア　フェンス等の設置
　柵やフェンスを設置することにより、敷地内に出入りできる場所を制限します。

イ　防犯カメラの設置
　防犯カメラの設置は、犯罪を起こしにくい環境を作り、防犯効果が期待されます。録画データの
閲覧者の制限、緊急時の対応、録画データの保管・処分等の運用については、「防犯カメラ運用細則」
等で規定を設ける必要があります。

ウ　見通しをよくする
　犯罪者は人の目を嫌います。照明を増やして明るくする、敷地内の植木の剪定をまめに行う等、
死角をなくし、人の目につきやすい環境を作ります。

エ　住民同士のコミュニケーションを図る
　マンションには、様々な人が出入りします。住民同士が顔見知りでない場合は、犯罪者が紛れ込ん
でも気づかれにくい環境といえます。住民同士が積極的にコミュニケーションを図ること、マンション
内で見知らぬ人を見かけたら「こんにちは」と声をかけることでも防犯効果が期待できます。

（2）防災対策
　東日本大震災、熊本地震と立て続けに大きな地震が起きています。マンションではエレベーターが停
止したり、給排水に支障が出たりします。特に排水管が使用できなくなる等トイレ事情が深刻な問題と
なりますので、事前の準備と周知徹底が欠かせません。いつ起きても不思議ではない大地震に備えて、
組合員が全員で防災対策に取り組むことが必要です。

ア　自主防災組織
　自主防災組織とは、マンション居住者同士の協力に基づく自主的な防災活動を行う組織です。居
住者は、日常生活だけではなく、災害時においても自立的な活動の主体であり、マンション全体とし
て安全を確保するためには、性別や年齢を問わず、当事者である居住者一人ひとりが主体的に参加
することが不可欠となります。
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自主防災組織の主な事業

① 建物や附帯設備の現状把握と応急的な取扱方法の習得
② 防災備品の保管場所や数量の把握、備蓄物資の消費期限の確認、
　 活動備品・防災資機材の使い方の習得
③ 緊急連絡名簿、災害時要援護者名簿などの作成、更新、管理
④ 防災マニュアルの検討と作成、見直し（防災マニュアル作成組織の設置）
⑤ 自治会、子ども会、老人会、民生委員等との連携
⑥ 防災訓練の実施
⑦ 居住者に対する防災意識の啓発
⑧ 一人暮らし高齢者などに対する日常の安否確認
⑨ 災害時要援護者の支援のための取り組み
⑩ 建物の日常点検
⑪ 避難経路の確認と居住者に対する周知
⑫ 広域避難場所、指定避難所、一時避難場所の確認と居住者に対する周知
⑬ 安否情報シート、安否確認シートなどのシート類の作成、配布と利用方法の周知

イ　緊急時に活用する名簿の作成と管理
　管理組合として作成する名簿としては、「組合員名簿」と「居住者名簿」があげられますが、自主
防災組織で活用する場合は、緊急連絡先及び高齢者や障害者など災害時に援護が必要な方の情報が
望まれます。個人情報の提供を拒む居住者も多いですが、緊急時や災害時のような不測の事態が起
きたときに、所在と安否の確認（部屋の中に取り残されていないこと等の確認）のために使用する
ことを理解していただくことが大切です。
　なお、名簿は個人情報を含む大切な情報になりますので、取り扱いについては十分に注意し、
使用目的や保管方法及び場所、管理責任者などに関する細則を制定するなどして、厳格に運用
することが重要です。

～割れ窓理論と防犯環境づくり～コラム
　1枚の割れた窓ガラスを放置すると、割られる窓ガラスが増え、
建物全体が荒廃し、やがて街が荒れ、無秩序状態となって犯罪は
多発し、街が崩壊する。

　これを「割れ窓理論」といい、自転車やゴミの放置など、無秩
序を見過ごすと、マンション全体の環境が悪化し、犯罪が増加する
という考え方です。
　屋上や廊下、階段等には不要物を置かない等、共用部分の使
用に関するルール違反には気をつけましょう。マンションの住民の
みではなく、日頃から周辺地域を含めた住民同士のコミュニティを
作っておくことが大切です。
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第2項 数年後に慌てないための備え

1  管理規約の見直しの必要性

　管理規約は、分譲当初に管理業者等が用意していますが、社会状況の変化とともにマンション管理の環境も
変わるため、実情に合わせて見直していくことが重要です。
　一度も管理規約に目を通したことがないという人もいるようですが、無関心は管理組合運営の一番の障害
です。管理組合運営への無関心から、将来的に資金不足や不要なトラブルを招くことにもなりかねません。
　理事会に出席する役員には、管理規約集を持参するようにしている管理組合もあります。

2  管理組合の運営を見直す工夫

（1）組合員の理解を得る
　管理費等の使途を明確にすることや理事会での議論の様子や結論は、議事録だけでなく、読みやすく
管理組合ニュース等で知らせるなど、情報を可能な限り開示しておくことで、管理組合運営の理解が得ら
れやすくなります。

（2）評議会の設置
　理事の定数を減らして、マンション管理に関心のある少数の理事が理事会を運営していくやり方があり
ます。合理的で機動的な運営が期待できますが、結論を急ぎすぎると合意形成に失敗するおそれがあり
ます。そのため、理事会が独りよがりにならないように、理事会とは別に「評議会」を設けて運営してい
る管理組合もあります。
　理事は少数精鋭で、評議員は輪番制により一定の数を確保します。評議員の出番は年2回程度、理
事会に対するチェック機能を果たします。評議員の出番は少なく、負担が軽いので気楽に引き受けられる、
というのがこの制度の意図するところです。仕事に忙しい現役世代が多いマンションや高齢者が多く管理
組合役員の担い手が少ないマンションで有効な方法です。

（3）理事の任期 2年、毎年半数交代制の導入
　理事の任期を2年とし、毎年、半数を交代する方法です。理事長は2年任期のうちの残り1年を務め、
最初の1年は訓練期間として位置づけることができます。管理組合の活動に継続性を持たせることがで
き、運営においても一定の水準を維持する効果が期待できます。

管理組合役員の「2年任期・半数交代制」の導入
例：管理組合役員8名の場合

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

8名 8名 8名 4名

4名 4名 4名

4名 4名

4名 4名

役員4名の改選
《再選は可能》

役員8名のうち、
再任4名、

改選4名を決定

「2年任期・
半数交代制」の導入

役員全て8名を改選
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（4）専門家の活用
　マンションの管理では、法律や管理規約等の解釈をめぐる問題や建物の修繕や建替えに関する判断など、
いくつかの専門的な知識を必要とする分野があります。マンション管理士や建築士、会計士、弁護士など、
疑問があれば状況に応じて専門家等のアドバイスを受けることも大切です。
　本市では、「マンション・アドバイザー派遣制度」「マンション管理組合サポートセンター事業」などの支
援策があります（「付録」参照）。

（5）トラブル回避のコミュニティ作り
　マンションのような共同住宅では、居住者相互の関
係が希薄であればあるほど、ちょっとした行き違いや些
細なことでも、トラブルに発展しやすいと言われていま
す。
　そのようなトラブルを回避するためにも、全員参加の
定期清掃やお花見、夏祭りなど、イベントの開催等を
通して、できるだけ顔見知りになる努力をしておくこと
も大切です。イベントの企画を立て実施するには、そ
れなりの準備が必要です。実行委員会を立ち上げて、
どうしたら集まってもらえるか考えてみましょう。居住
者の親睦を深め、高齢者の見守りなども期待できる取組として、集会所を活用した「日曜カフェ」などを
運営している管理組合もあります。
　また、新たに入居される方たちに、簡単なオリエンテーションを開くなどの方法も、管理組合を知って
もらうきっかけになります。管理規約やごみ出しルールなどを説明するほか、例えば上下左右の居住者へ
のごあいさつ等のアドバイスをすることも大切なことです。

3  管理組合役員のなり手不足を解消するための具体的な事例

（1）役員資格の緩和
　2011 年（平成 23年）7月にマンション標準管理規約が改正され、役員資格を「現に居住する組
合員のうち」から、単に「組合員のうち」に変更する例が示されました。この改正により、居住していな
い区分所有者が役員に就くことができるようになりました。
　2016年（平成28年）3月のマンション標準管理規約改正では、組合員以外からも必要に応じてマ
ンション管理に関する専門的知識を有する外部の専門家を役員として選任する場合についての規定例も
示しています。

【参照　マンション標準管理規約】
第35条（役員）
　管理組合に次の役員を置く
１　省略
２　理事及び監事は、総会で選任する。
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は理事のうちから理事会で選任する。
４　組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
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（2）住民活動協力金の徴収
　2010年（平成 22年）1月の最高裁判決を受けて、管理規約を改正し、住民活動協力金を新設す
ることにした管理組合もあります。住民活動協力金とは、管理組合業務を分担することが困難な当該マ
ンションに居住していない組合員に対して、一定の金銭的負担を求めたものです。採用する場合には、
金額の設定などについて十分に検討し、慎重に決めることが重要です。

第25条の2（住民活動協力金）
　当マンションに住まない区分所有者は、前条の管理費等のほかに、総会が定める額の住民活動協
力金を管理組合に納入しなければならない。

 管理規約の例 

（3）管理協力費の徴収
　管理規約上、すべての組合員が無償の輪番制で役員を行うことになっているとき、遠隔地に居住して
いたり、病気や仕事などの理由から役員を引き受けることができない組合員から、一定額の「管理協力費」
を徴収する方法があります。
　これはマンションに現に居住しているかどうかではなく、役員を引き受けるか否かで決まる仕組みです。
この場合でも、高齢者に対する一定の配慮は必要です。

第35条（役員）
　（第1項は省略） 
2 　役員は、次の各号に該当する者のうちから、総会で選任する。この場合において、役員候補は
輪番制により選出する。
一　当マンションに現に居住する組合員、及び役員としての活動に支障のない近隣地域に居住する組
合員
二　前号の組合員と同居する配偶者又は成年に達した一親等の親族
三　組合員が法人である場合の法人役員又は一定の権限を有する社員
3 　前項により役員候補になることができない組合員に対しては、管理組合は、総会の決議により、
管理協力費を賦課することができる。この場合において、管理協力費は、管理費会計に充当する。
　（第4項は省略）

 管理規約の例 
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（4）役員報酬等の支払い
　役員に報酬を支払うことも1つの方法です。
　平成 25年度マンション総合調査によると、報酬を支払っていない管理組合が約 73％、支払ってい
る管理組合は約21％という結果になっています。また、支払っていると答えた管理組合の平均報酬額は、
役員一律の場合は2,600円／月、一律でない場合は、理事長が9,200円／月、理事4,400円／月、
監事4,100円／月となっています。

　2010年（平成22年）1月26日の最高裁判決について紹介します。
　当該マンションの管理規約では、マンションに居住する組合員しか理事会役員になれないと規定してい
ました。ところが賃貸化が進み、総戸数868戸のうち180戸で組合員の不在化が進行したため、「不
在組合員に対してのみ、月額5,000円の協力金を求める規約改正決議」を可決しました。しかし、そ
の3年後の総会で「住民活動協力金として月額2,500円へ減額し、あわせて徴収済みの協力金につい
ては遡及して月額2,500円を返還する旨を定める規約改正決議」を可決しました。
　このような規約改正は、区分所有法第66条（建物の区分所有に関する規定の準用）及び第31条（規
約の設定、変更及び廃止）第1項後段の特別の影響を及ぼす場合にあたるため、不在組合員の同意な
くしては認められないとして、支払いを拒否する
組合員が発生しました。
　事件は訴訟になり、最高裁は「本件規約変更に
より不在組合員が受ける不利益は、月額2,500
円の負担であり、在住組合員の負担する組合費
が月額17,500 円に対し、不在組合員は15％
増しの20,000円に過ぎない」と金額の相当性
を評価し、不利益を受ける180戸の不在組合員
のうち、反対者は12戸を所有する5人に過ぎ
ないので、特別の影響を及ぼすときには該当しな
いと判断しました。

～「住民活動協力金」を設置した管理組合の例～コラム

支払っていない

支払っている

その他

73％

21％

6％

【図7】役員報酬

資料：平成25年度マンション総合調査
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（5）賃借人等の採用
　管理組合役員のなり手が不足する場合、賃借人等の「非組合員」を役員に選任しているマンションの
事例があります。賃借人は非組合員なので、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事以外の一般理
事とし、人数に制約を設けることも考えられます。

第35条（役員）
2　理事及び監事は、次の各号に該当する者のうちから、総会で選任する。
一　組合員
二　組合員が書面で届け出た組合員と同居する配偶者又は成年に達した親族
三 　組合員が法人である場合においては、組合員が書面で届け出た法人役員又は一定の権限を有す
る社員
四 　組合員が書面で委嘱した当該専有部分の占有者で、当マンションに5年以上居住する者（ただし、
理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を除く理事に就くものとし、○名を限度とする。）

 管理規約の例 

4  長期修繕計画と修繕積立金の見直しの必要性

　日常の修繕以外に、計画修繕工事として一定の時期に行われるものについては、「長期修繕計画」で定めて
おく必要があります。長期修繕計画の目的は、必要となる工事項目と工事時期、工事金額の概算額を算出する
ことです。
　計画修繕工事を実施するには、多額の費用を要しますが、こうした多額の費用を一時的に一括して徴収するこ
とは、区分所有者にとって大きな負担になり、工事を行うための合意形成を難しくします。また、資金不足が生
じると、工事が実施できなくなるおそれがあります。そこで、将来予想される工事を長期修繕計画で定めておき、
これらに要する費用を長期間にわたり計画的に積み立てていくのが「修繕積立金」です。
　日常の管理業務にかかる費用のほか、将来必ず必要になる修繕工事について、しっかりと計画を立てて、確
実にその費用を積み立てておくことが重要なのです。
　なお、見直しの手順については、「第4章 第 4項 大規模修繕（P51）」を参考にしてください。

　ＮＰＯ横浜マンション管理組合ネットワークでは、理事会が理事の不足によって機能不全に陥っているよ
うな場合、管理組合からの要請に基づき、理事長を含む理事（管理者の場合を除く）及び監事を派遣し
ています。
　なお、原則として、派遣される理事は、出納業務と預金管理は行いません。

ＮＰＯ横浜マンション管理組合ネットワーク

http://www.hamakan-net.com/soudan.html

～ 役員派遣業務の活用 ～コラム


